
2022

さっぽろの“いま”を伝え、未来につなげるさっぽろの“いま”を伝え、未来につなげる

さっぽろ市議会だより　No.135

札幌市議会ホームページアドレス

https://www.city.sapporo.jp/gikai/

表紙
「前田森林公園」

令
和
４
年（
2
0
2
2
年
）８
月
発
行
　
編
集
／
発
行
　
札
幌
市
議
会
事
務
局
　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
:（
0
1
1
）2
1
1
-3
1
6
4
　
Ｆ
Ａ
Ｘ：（
0
1
1
）2
1
8
-5
1
4
3

令和4年 8月 夏令和4年 8月 夏 882022

No.135N
o.135

13
01-U06-22-553
R4-1-52

第２回 定例会
（5月23日～6月6日）
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令和４年度の補正予算などに
ついて審議しました

100周年を迎える札幌市議会について、
この100年のあゆみを紹介しています
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● 可決された主な議案
● 可決された主な意見書・決議
● 市政を問う！代表質問から
● 本定例会の議決結果一覧
● 永年勤続議員への表彰状を
　 伝達しました
● 新型コロナウイルス感染症に関する
　 審議について
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● 本定例会の議決結果一覧
● 永年勤続議員への表彰状を
　 伝達しました
● 新型コロナウイルス感染症に関する
　 審議について

9● 札幌市議会100年のあゆみ

インターネット配信を
ご利用ください

　本市議会では、本会議、予算・決算特別委員
会、調査特別委員会をインターネット配信してい
ます。また、会議終了から
おおむね５日後（土・日曜、
祝・休日を除く）には、録画
映像も公開しています。
　市議会ホームページか
らぜひご覧ください。

令和4年第3回定例会

　下表のとおり、９月21日から11月１日までの会期
42日間で開かれ、各会派の代表質問は９月28日
から３日間の予定です。

※日程は変更する場合がありますので、事前にご
　確認ください。

～決算特別委員会　審査日程～
第１部

副委員長の互選など①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

第2部

審 議 日 程

消防局/環境局

まちづくり政策局

教育委員会

総務局/デジタル戦略推進
局/危機管理局

市民文化局

病院局/保健福祉局

建設局
会計室/財政局/議会事務局
/選挙管理委員会/人事委員
会/監査委員

保健福祉局

農業委員会/経済観光局

交通局/スポーツ局

都市局

下水道河川局/水道局子ども未来局

⑨ 討論および採決

月日
9月21日（水）

9月28日（水）

9月29日（木）

10月4日（火）

10月6日（木）

10月7日（金）

10月12日（水）

10月14日（金）

10月18日（火）

10月20日（木）

10月24日（月）

10月26日（水）

10月28日（金）

９月30日（金）

審議日程
本会議

本会議

本会議

本会議

本会議

本会議

招集日、市長提案説明など

契約案件など議決、代表質問

代表質問

常任委員会

補正予算など議決

決算特別委員会②

決算特別委員会③

決算特別委員会④

決算特別委員会⑤

決算特別委員会⑥

決算特別委員会⑦

決算特別委員会⑧

決算特別委員会⑨

11月1日（火） 最終日

代表質問、議案付託
決算特別委員会①

議員の資産などを
公開しています

 「政治倫理の確立のための札幌市議会の
議員の資産等の公開に関する条例」に基づ
いて、議員から提出された次の報告書を公
開しています。

●資産等報告書
　議員が所有する土地や建物、預貯金など
　の資産についての報告書
●資産等補充報告書
　議員の土地や建物、預貯金などの資産の
　増加分についての報告書
●所得等報告書
　議員の所得についての報告書
●関連会社等報告書
　議員が報酬を得て役員や顧問などに就
　任している会社やその他の法人について
　の報告書

閲覧時間
　午前８時45分～午後５時15分
　（土・日曜、祝・休日を除く）
閲覧場所
　市役所本庁舎16階　議会事務局
お問い合わせ
　議会事務局総務課　℡（011）211-3162
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第２回 定例会

可決された主な議案  ～補正予算案と条例案～

その他の議案および議決結果は、７ページに掲載しています。

令和４年度の補正予算などに
ついて審議しました（５月23日～６月６日）

　令和４年第2回定例会では、令和４年度補正予算や札幌市動物園条例案などの議案35件、
諮問１件、意見書６件、決議１件が全会一致または賛成多数で可決されました。

令和４年度の補正予算案

条　例　案

可決された主な意見書・決議（概要）

政府の「難民」認定制度を総合的観点から見直すよう求める意見書

意見書

意見書および決議の全文は、市議会ホームページに掲載しています。

意見書とは、市政の発展に必要な事柄の実現を要請するため、
市議会の意思を決定し、国会や政府に提出するものです。

　「難民の地位に関する条約」は、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、
政治的意見の５つの理由で迫害される危険がある人を「難民」と定義しており、
わが国では、保護を必要とする理由がそれ以外の場合には「難民」には当たらな
いとの限定的な解釈がなされているため、他先進国と比較し、難民認定率はかな
り低い水準です。
　政府はウクライナ避難民を「準難民」と位置付け、保護する制度の創設を検討
していますが、難民支援で人道的な役割を積極的に果たすためには、国連難民高
等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）が、武力紛争により他国に逃れている人も難民に
該当するとしていることを重く受け止めなければなりません。　
　国際社会と連携し、人間の尊厳に立脚した人道支援は、国際環境の改善に直結
する重要な意義を持つものです。
　よって、国会および政府に対し、「難民」認定制度を総合的観点から見直すよ
う強く要望するものです。

　本定例会では、一般会計を111億6,800万円、特別会計を2,800
万円、企業会計を1億6,600万円、全会計で総額113億6,200万円
を増額する補正予算が可決されました。
　これは、主に新型コロナウイルス感染症対策に関して、自宅療養患
者への食料品などの物資提供に要する経費や、民間児童育成会などが
感染症対策を徹底しながら事業を継続していくためのＩＣＴ機器や非
接触型設備の導入への補助に係る経費、また、デジタル化の推進に向
け、官民データ流通促進基盤を活用したモデル事業を構築するための
経費のほか、国の「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊
急対策』」を踏まえ、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付
金を支給するための経費、食材費の値上りに対し、小・中学校、保育
所などで、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食を提供す
るために必要な経費などを追加したことによるものです。

米国の臨界前核実験に抗議する決議

　核兵器の廃絶は、最初の被爆国である日本をはじめ、今や全世界の人類共通の願
いとなっています。
　しかしながら、このたび、米国政府がネバダ州にある核実験場において、２０２１年
６月と９月に臨界前核実験を実施していたとの報がありました。　
　平和都市宣言を行った札幌市において、本市議会は、再三にわたって核性能実験
や臨界前核実験の停止を求めてきましたが、今回、米国政府が再び臨界前核実験を
強行したことは、極めて遺憾です。このように核実験を繰り返すことは、「核兵器
のない世界」を目指す国際情勢の流れに逆行し、核兵器廃絶と恒久平和を願う世界
の人々の期待を裏切るものです。
　よって、本市議会は、米国政府に対し、臨界前核実験の強行にあらためて抗議す
るとともに、核兵器廃絶と核実験中止を求める国際世論を真摯に受け止め、今後、
いかなる核実験も恒久的に行わないよう強く求めるものです。

決 議 決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に
表明するものです。

※議員提案による札幌市歯科口腔保健推進条例案については、12ぺージの「市議会の取り組み②」を
　ご覧ください。

札幌市動物園条例案
　動物園が生物多様性の保全に果たす役割が重要になっていること、飼育動物にとって幸せな飼育環境を
目指すという動物福祉の取り組みが国際的に広がっていること、そして、平成27年に円山動物園で起きた
飼育動物の死亡事故の反省を踏まえ、円山動物園はもとより動物園が果たすべき社会的役割や運営目的な
どを明らかにし、その活動を推進するため、わが国で初めて動物園条例として制定するものです。

●新型コロナウイルス感染症対策
・新型コロナウイルス感染症患者等
　対策費追加
・札幌市児童育成会運営補助金追加
・スマートシティ推進費追加
・子育て世帯生活支援特別給付金
・保育所等給食費高騰対策補助金
・学校給食費追加
●その他
・ウクライナ人道支援費
・動物園応援基金造成費
・敬老優待乗車証交付費追加
・障がい者交通費助成費追加

札幌市税条例等の一部を改正する条例案
　地方税法などの一部改正に伴い、個人市民税について、所得税の住宅借入金等特別税額控除が延長
されたことに伴う改正を行うとともに、固定資産税について、省エネ改修が行われた住宅に係る減額
措置の適用期限を延長するなどの改正を行うものです。

札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案
　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、長期優良住宅に関する制度として、
長期優良住宅の基準を満たす既存の住宅の維持保全に関する計画に係る認定が追加されたことに伴い、
当該認定の事務に係る手数料を定めるものです。

補正予算の主な内容
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可決された主な議案  ～補正予算案と条例案～

その他の議案および議決結果は、７ページに掲載しています。

令和４年度の補正予算などに
ついて審議しました（５月23日～６月６日）

　令和４年第2回定例会では、令和４年度補正予算や札幌市動物園条例案などの議案35件、
諮問１件、意見書６件、決議１件が全会一致または賛成多数で可決されました。

令和４年度の補正予算案

条　例　案

可決された主な意見書・決議（概要）

政府の「難民」認定制度を総合的観点から見直すよう求める意見書

意見書

意見書および決議の全文は、市議会ホームページに掲載しています。

意見書とは、市政の発展に必要な事柄の実現を要請するため、
市議会の意思を決定し、国会や政府に提出するものです。

　「難民の地位に関する条約」は、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、
政治的意見の５つの理由で迫害される危険がある人を「難民」と定義しており、
わが国では、保護を必要とする理由がそれ以外の場合には「難民」には当たらな
いとの限定的な解釈がなされているため、他先進国と比較し、難民認定率はかな
り低い水準です。
　政府はウクライナ避難民を「準難民」と位置付け、保護する制度の創設を検討
していますが、難民支援で人道的な役割を積極的に果たすためには、国連難民高
等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）が、武力紛争により他国に逃れている人も難民に
該当するとしていることを重く受け止めなければなりません。　
　国際社会と連携し、人間の尊厳に立脚した人道支援は、国際環境の改善に直結
する重要な意義を持つものです。
　よって、国会および政府に対し、「難民」認定制度を総合的観点から見直すよ
う強く要望するものです。

　本定例会では、一般会計を111億6,800万円、特別会計を2,800
万円、企業会計を1億6,600万円、全会計で総額113億6,200万円
を増額する補正予算が可決されました。
　これは、主に新型コロナウイルス感染症対策に関して、自宅療養患
者への食料品などの物資提供に要する経費や、民間児童育成会などが
感染症対策を徹底しながら事業を継続していくためのＩＣＴ機器や非
接触型設備の導入への補助に係る経費、また、デジタル化の推進に向
け、官民データ流通促進基盤を活用したモデル事業を構築するための
経費のほか、国の「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊
急対策』」を踏まえ、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付
金を支給するための経費、食材費の値上りに対し、小・中学校、保育
所などで、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食を提供す
るために必要な経費などを追加したことによるものです。

米国の臨界前核実験に抗議する決議

　核兵器の廃絶は、最初の被爆国である日本をはじめ、今や全世界の人類共通の願
いとなっています。
　しかしながら、このたび、米国政府がネバダ州にある核実験場において、２０２１年
６月と９月に臨界前核実験を実施していたとの報がありました。　
　平和都市宣言を行った札幌市において、本市議会は、再三にわたって核性能実験
や臨界前核実験の停止を求めてきましたが、今回、米国政府が再び臨界前核実験を
強行したことは、極めて遺憾です。このように核実験を繰り返すことは、「核兵器
のない世界」を目指す国際情勢の流れに逆行し、核兵器廃絶と恒久平和を願う世界
の人々の期待を裏切るものです。
　よって、本市議会は、米国政府に対し、臨界前核実験の強行にあらためて抗議す
るとともに、核兵器廃絶と核実験中止を求める国際世論を真摯に受け止め、今後、
いかなる核実験も恒久的に行わないよう強く求めるものです。

決 議 決議とは、市議会としての意思を決定し、それを対外的に
表明するものです。

※議員提案による札幌市歯科口腔保健推進条例案については、12ぺージの「市議会の取り組み②」を
　ご覧ください。

札幌市動物園条例案
　動物園が生物多様性の保全に果たす役割が重要になっていること、飼育動物にとって幸せな飼育環境を
目指すという動物福祉の取り組みが国際的に広がっていること、そして、平成27年に円山動物園で起きた
飼育動物の死亡事故の反省を踏まえ、円山動物園はもとより動物園が果たすべき社会的役割や運営目的な
どを明らかにし、その活動を推進するため、わが国で初めて動物園条例として制定するものです。

●新型コロナウイルス感染症対策
・新型コロナウイルス感染症患者等
　対策費追加
・札幌市児童育成会運営補助金追加
・スマートシティ推進費追加
・子育て世帯生活支援特別給付金
・保育所等給食費高騰対策補助金
・学校給食費追加
●その他
・ウクライナ人道支援費
・動物園応援基金造成費
・敬老優待乗車証交付費追加
・障がい者交通費助成費追加

札幌市税条例等の一部を改正する条例案
　地方税法などの一部改正に伴い、個人市民税について、所得税の住宅借入金等特別税額控除が延長
されたことに伴う改正を行うとともに、固定資産税について、省エネ改修が行われた住宅に係る減額
措置の適用期限を延長するなどの改正を行うものです。

札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案
　長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、長期優良住宅に関する制度として、
長期優良住宅の基準を満たす既存の住宅の維持保全に関する計画に係る認定が追加されたことに伴い、
当該認定の事務に係る手数料を定めるものです。

補正予算の主な内容
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ケアラーがケアする対象は、高齢、障がい、
難病、病児・障がい児、アルコールなど

の依存症の方などと広範囲で、抱える課題も異
なり、親と子を介護するダブルケアや、80代の親
が引きこもりなどの50代の子どもを抱える8050
問題など、複合的な課題を抱える方もいます。さ
らに、自分がケアラーだと自覚しておらず、本来
受けられる支援が届かない方も少なくありませ
ん。現在、本市にはケアラー全般の支援をする
仕組みがないため、部局横断的にケアラーを支援

に向け、新たな財源の確保について、受益者負担
の在り方なども含めて議論していきます。

する体制を構築し、ケアラー支援の施策を総合的
に推進するべきだと思いますが、いかがですか。

民主市民連合

うるしはら　直子  議員

今後のケアラーへの支援

なお こ

Q雪対策の長期計画である冬のみちづくりプ
ラン2018を策定し、これまでも、ＩＣＴ

などの先進技術の活用や融雪施設の整備など、さ
まざまな施策に取り組んできました。今後は、昨
冬のような大雪や、さらなる社会環境の変化にも
対応した除排雪の在り方について検討を進めると
ともに、それに応じた財源の確保が必要と認識し
ています。国に対し、補助金の拡充などを積極的
に要望するとともに、持続可能な除雪体制の維持

A

大雪対策

Q 昨冬は災害級の大雪に見舞われ、市民生
活に大きな影響が出ました。この経験を

生かし、行政だけでなく市民や除雪事業者など

４人の議員が、市政について
市長に質問しました。

市政を問う！
～代表質問から～

自由民主党

中川　賢一  議員
なか がわ けん いち 丘珠空港の機能が強化されることで、空

港のにぎわいはもとより、交流人口の増
加による周辺地域の活性化や、これに関連した
企業の動きが期待されます。まずは、丘珠空港
の将来像を策定し、全国各地との定期便の通年
運航や路線の維持拡大を進めながら、空港を含
む周辺地域の都市計画上の位置付けを策定中の
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの戦略編
の議論の中で検討を進めていきます。

A

丘珠空港の滑走路が延長されるのであれ
ば、道外との交流人口の拡大により、空

港周辺地域の価値は飛躍的に向上します。丘珠
空港の滑走路延長を、札幌の次なる発展の起爆
剤としていくべきだと考えますが、本市は、丘
珠空港の機能強化により期待される周辺開発や
土地利用について、どのような構想を持ち、今
後の都市計画に反映させていきますか。

丘珠空港周辺地域の構想

Q

Q

Q

現在策定中の第２次札幌市まちづくり戦
略ビジョンには、招致を進める2030年

冬季オリンピック・パラリンピック大会や、
「環境首都・札幌」といった重要事項が具体
的に描かれていません。本市が2030年大会を
招致し、「環境首都」も目指していこうとす
るのであれば、それらにふさわしいビジョン
や社会目標をまちづくり戦略ビジョンの中に
明示し、市民や国内外の関係者などと広く共
有することが求められていると思いますが、
いかがですか。

2030年冬季オリンピック・パラリンピック
開催都市や環境首都にふさわしい
まちづくりビジョンの形成

世界に冠たる環境都市の実現には、再生
可能エネルギーの導入拡大や世界トップ

レベルのエネルギー利用の取り組みが必要で
す。環境分野をはじめさまざまなまちづくり
の取り組みを官民一体で加速させるには、
SDGsの目標年次である2030年開催の冬季オ
リンピック・パラリンピック大会の招致が不
可欠です。新たなまちづくり戦略ビジョンの
ビジョン編の素案を３月に公表して以降、
2030年大会招致の意向調査実施や議会の招致
決議など状況が進展しているほか、北海道・
札幌2030オリンピック・パラリンピックプロ
モーション委員会から、大会開催とまちづく
りの関連を具体化するようご意見をいただい
ており、議会の議論や市民意見も踏まえ、ビ
ジョン編への追記を検討し、市民・企業と共
有します。

A

エスディージーズ

昨冬の記録的な大雪により史上最高額の
300億円超となった雪対策事業費は、補正

予算を組んで何とか確保することができました。し
かし、近年の気候変動を想定すると、今後も昨年度
のような除排雪経費が必要になることも想定され、
また、加入率が落ちている町内会でのパートナー
シップ排雪の費用負担の問題も踏まえると、さ
らに大きな雪対策事業費の確保が必要になるこ
とも覚悟しなければなりません。大雪への対応
も含め、雪対策事業の持続的な維持のために、
予算の拡充とそのための財源確保の新たな手法
の検討が必要だと思いますが、いかがですか。

将来に向けた雪対策事業の予算の
拡充と財源確保の新たな手法

インバウンドについて、国の水際対策の緩
和の動きと連動し、現地商談会への参加な

どの海外プロモーションに加え、新千歳空港への直
行便復活に向け、航空会社へ働きかけていきます。
また、国内観光客については、サッポロ割や教育旅
行向けSDGs体験プログラム、貸し切りバス助成制
度のＰＲを行います。さらに、各種大型イベントも、
オンラインではなくリアル開催を目指します。引き
続き、感染状況に留意しつつ、札幌を旅行先として
選んでもらえる取り組みを実施していきます。

A

A

Q 新型コロナウイルス感染症の拡大以降、
日本は厳しい入国規制を行ってきました

が、6月からは観光目的の外国人の入国が再開さ
れることが発表され、いよいよ２年ぶりに外国
人観光客が訪れることになります。新型コロナ
ウイルス感染症からの脱却を間近に控え、本市
は、観光振興をどのように進めますか。

新型コロナウイルス感染症からの
脱却を見据えた今後の観光振興

路線バスの運行費用の一部補助や、路面
電車の利便性向上に資する低床車両導入

など、公共交通ネットワークの維持に努めてき
ました。開発が進む都心のまちづくりを支える
ため、路面電車の延伸検討の課題解決策として
新たな公共交通システムの検討も進めています
が、今後は、路線バス・路面電車などの特性や
役割に応じた、持続可能な公共交通ネットワー
クの形成を具体的に検討していきます。

A

Q 新型コロナウイルス感染症の影響で公共
交通利用者が減少し、公共交通事業の経

営は厳しい状態です。将来にわたり市民の足で
ある路線バスや路面電車などの地域の公共交通
を維持するためには、公共交通ネットワークに
関する計画を策定するなど、網羅的な検討を行
うべきだと思いますが、いかがですか。

地域における公共交通ネットワークの
維持と今後の在り方

エスディージーズ

ケアラーへの支援は、普及啓発の推進、
支援が必要なケアラーの早期発見と相談

機会の確保などが重要です。特に、潜在化しや
すいヤングケアラーは、早期発見の役割を担う
学校、介護・福祉、医療機関などの理解を深め
る必要があります。また、ケアラーを含め、制
度の隙間にある方や複合的な課題を有している
方々を支援につなげるよう、組織横断的な連携
を調整する取り組みも試行的に開始したところ
です。年齢を問わず、全てのケアラーが孤立す
ることがないよう、市民理解の推進やケアラー
への情報提供の仕組みの整備により、ケアラー
とケアされる方が安心して暮らせる地域づくり
に努めます。
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ケアラーがケアする対象は、高齢、障がい、
難病、病児・障がい児、アルコールなど

の依存症の方などと広範囲で、抱える課題も異
なり、親と子を介護するダブルケアや、80代の親
が引きこもりなどの50代の子どもを抱える8050
問題など、複合的な課題を抱える方もいます。さ
らに、自分がケアラーだと自覚しておらず、本来
受けられる支援が届かない方も少なくありませ
ん。現在、本市にはケアラー全般の支援をする
仕組みがないため、部局横断的にケアラーを支援

に向け、新たな財源の確保について、受益者負担
の在り方なども含めて議論していきます。

する体制を構築し、ケアラー支援の施策を総合的
に推進するべきだと思いますが、いかがですか。

民主市民連合

うるしはら　直子  議員

今後のケアラーへの支援

なお こ

Q雪対策の長期計画である冬のみちづくりプ
ラン2018を策定し、これまでも、ＩＣＴ

などの先進技術の活用や融雪施設の整備など、さ
まざまな施策に取り組んできました。今後は、昨
冬のような大雪や、さらなる社会環境の変化にも
対応した除排雪の在り方について検討を進めると
ともに、それに応じた財源の確保が必要と認識し
ています。国に対し、補助金の拡充などを積極的
に要望するとともに、持続可能な除雪体制の維持

A

大雪対策

Q 昨冬は災害級の大雪に見舞われ、市民生
活に大きな影響が出ました。この経験を

生かし、行政だけでなく市民や除雪事業者など

４人の議員が、市政について
市長に質問しました。

市政を問う！
～代表質問から～

自由民主党

中川　賢一  議員
なか がわ けん いち 丘珠空港の機能が強化されることで、空

港のにぎわいはもとより、交流人口の増
加による周辺地域の活性化や、これに関連した
企業の動きが期待されます。まずは、丘珠空港
の将来像を策定し、全国各地との定期便の通年
運航や路線の維持拡大を進めながら、空港を含
む周辺地域の都市計画上の位置付けを策定中の
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンの戦略編
の議論の中で検討を進めていきます。

A

丘珠空港の滑走路が延長されるのであれ
ば、道外との交流人口の拡大により、空

港周辺地域の価値は飛躍的に向上します。丘珠
空港の滑走路延長を、札幌の次なる発展の起爆
剤としていくべきだと考えますが、本市は、丘
珠空港の機能強化により期待される周辺開発や
土地利用について、どのような構想を持ち、今
後の都市計画に反映させていきますか。

丘珠空港周辺地域の構想

Q

Q

Q

現在策定中の第２次札幌市まちづくり戦
略ビジョンには、招致を進める2030年

冬季オリンピック・パラリンピック大会や、
「環境首都・札幌」といった重要事項が具体
的に描かれていません。本市が2030年大会を
招致し、「環境首都」も目指していこうとす
るのであれば、それらにふさわしいビジョン
や社会目標をまちづくり戦略ビジョンの中に
明示し、市民や国内外の関係者などと広く共
有することが求められていると思いますが、
いかがですか。

2030年冬季オリンピック・パラリンピック
開催都市や環境首都にふさわしい
まちづくりビジョンの形成

世界に冠たる環境都市の実現には、再生
可能エネルギーの導入拡大や世界トップ

レベルのエネルギー利用の取り組みが必要で
す。環境分野をはじめさまざまなまちづくり
の取り組みを官民一体で加速させるには、
SDGsの目標年次である2030年開催の冬季オ
リンピック・パラリンピック大会の招致が不
可欠です。新たなまちづくり戦略ビジョンの
ビジョン編の素案を３月に公表して以降、
2030年大会招致の意向調査実施や議会の招致
決議など状況が進展しているほか、北海道・
札幌2030オリンピック・パラリンピックプロ
モーション委員会から、大会開催とまちづく
りの関連を具体化するようご意見をいただい
ており、議会の議論や市民意見も踏まえ、ビ
ジョン編への追記を検討し、市民・企業と共
有します。

A

エスディージーズ

昨冬の記録的な大雪により史上最高額の
300億円超となった雪対策事業費は、補正

予算を組んで何とか確保することができました。し
かし、近年の気候変動を想定すると、今後も昨年度
のような除排雪経費が必要になることも想定され、
また、加入率が落ちている町内会でのパートナー
シップ排雪の費用負担の問題も踏まえると、さ
らに大きな雪対策事業費の確保が必要になるこ
とも覚悟しなければなりません。大雪への対応
も含め、雪対策事業の持続的な維持のために、
予算の拡充とそのための財源確保の新たな手法
の検討が必要だと思いますが、いかがですか。

将来に向けた雪対策事業の予算の
拡充と財源確保の新たな手法

インバウンドについて、国の水際対策の緩
和の動きと連動し、現地商談会への参加な

どの海外プロモーションに加え、新千歳空港への直
行便復活に向け、航空会社へ働きかけていきます。
また、国内観光客については、サッポロ割や教育旅
行向けSDGs体験プログラム、貸し切りバス助成制
度のＰＲを行います。さらに、各種大型イベントも、
オンラインではなくリアル開催を目指します。引き
続き、感染状況に留意しつつ、札幌を旅行先として
選んでもらえる取り組みを実施していきます。

A

A

Q 新型コロナウイルス感染症の拡大以降、
日本は厳しい入国規制を行ってきました

が、6月からは観光目的の外国人の入国が再開さ
れることが発表され、いよいよ２年ぶりに外国
人観光客が訪れることになります。新型コロナ
ウイルス感染症からの脱却を間近に控え、本市
は、観光振興をどのように進めますか。

新型コロナウイルス感染症からの
脱却を見据えた今後の観光振興

路線バスの運行費用の一部補助や、路面
電車の利便性向上に資する低床車両導入

など、公共交通ネットワークの維持に努めてき
ました。開発が進む都心のまちづくりを支える
ため、路面電車の延伸検討の課題解決策として
新たな公共交通システムの検討も進めています
が、今後は、路線バス・路面電車などの特性や
役割に応じた、持続可能な公共交通ネットワー
クの形成を具体的に検討していきます。

A

Q 新型コロナウイルス感染症の影響で公共
交通利用者が減少し、公共交通事業の経

営は厳しい状態です。将来にわたり市民の足で
ある路線バスや路面電車などの地域の公共交通
を維持するためには、公共交通ネットワークに
関する計画を策定するなど、網羅的な検討を行
うべきだと思いますが、いかがですか。

地域における公共交通ネットワークの
維持と今後の在り方

エスディージーズ

ケアラーへの支援は、普及啓発の推進、
支援が必要なケアラーの早期発見と相談

機会の確保などが重要です。特に、潜在化しや
すいヤングケアラーは、早期発見の役割を担う
学校、介護・福祉、医療機関などの理解を深め
る必要があります。また、ケアラーを含め、制
度の隙間にある方や複合的な課題を有している
方々を支援につなげるよう、組織横断的な連携
を調整する取り組みも試行的に開始したところ
です。年齢を問わず、全てのケアラーが孤立す
ることがないよう、市民理解の推進やケアラー
への情報提供の仕組みの整備により、ケアラー
とケアされる方が安心して暮らせる地域づくり
に努めます。
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の意見に耳を傾け、今後の雪対策につなげるべ
きだと思いますが、本市の大雪対応検討会議で
は、どのような議論が行われていますか。

が一定数いるものと思われます。そうした中、
わが会派は以前からユマニチュード（注2）を福祉施
策へ位置付けるよう求めてきました。認知症高
齢者の増加を踏まえ、認知症の方とそのケアラー
が、住み慣れた地域でその人らしく生活できるよ
うな支援が必要ですが、現在どのように支援し、
また今後取り組んでいきますか。

昨冬の気象や作業内容のほか、市民要望な
どについて、同様に大雪だった平成24年度

や直近５カ年と比較し、分析・検証した結果を踏ま
え、除雪事業者へのヒアリングを行いながら、作業
体制やダンプトラック、雪堆積場を状況に応じて増
強できる仕組みなどについて検討しています。併せ
て、国・北海道など関係機関との連携を強化すると
ともに、除雪事業協会などの関係団体と協議しなが
ら、8月末を目途に効果的な対応策を確立させます。

A

認知症になっても尊厳と希望を持って暮
らせる「共生」を基本理念とし、保健師

が地域包括支援センターと連携し個別支援を行
うとともに、相談先の周知や交流の場づくりに
取り組んでいます。今後は、認知症に関わる全
ての関係者へ基本理念を普及するとともに、地
域包括支援センターのさらなる機能強化に努め、
認知症の方とケアラーのニーズを捉え、より効
果的な支援体制を検討していきます。

A

「健幸サポート施設」には、ワークショッ
プスペースや屋外広場などが整備される予

定です。この施設が多くの地域住民に利活用され
ることで、地域コミュニティの活性化や利用者の
健康増進につながると考えています。施設の設計
段階から、町内会や地域住民などの声を聞く機会
を設けるよう事業者に助言を行い、施設完成後は
白石区のまちづくり活動の拠点の一つとして、多
くの住民に親しまれ、公益性の高い空間となるよ
う、関係部局が連携し事業者に協力していきます。

A

民間活力を生かした公募提案型売却の手続
きにより、旧白石区役所跡地に、スマート

ウェルネスシティ（注1）の実現を目指し、病院と
医療福祉の複合施設に、子育て環境づくりや地
域交流、災害時の活用など、子どもから高齢者
まで幅広く利用できる「健幸サポート施設」を
造ることが示されています。民間都市開発を
機に、本市も町内会などと連携し、周辺地域の
まちづくり活動が活性化するよう積極的に関わっ
ていくべきだと思いますが、いかがですか。

白石区のまちづくり

Q

今国会で創設に向け審議が進められてい
るこども家庭庁の基本方針でも、「小児

がん患者等が家族や友人と安心して過ごすこと
ができる環境の整備について検討を進める」と
されています。命を脅かす病気を抱える子ども
たちや家族が集い安らげる場所で、大切なかけ
がえのない時間を過ごせることは大変重要と認
識しており、国の動きを注視しながら、情報収
集に努めます。

A

こどもホスピスには、緩和ケアを行う施
設のほか、治療期間中に親が医療機関の

近くで生活できる施設、子どもやその家族が遊
び、学び、交流などができ安心して過ごせる施
設など、さまざまな形態があります。政府もこ
どもホスピスの整備について検討を加速させる
としていますが、専門性の高い医療が集積し、
小児がんや難病を患う子どもと家族が一定数い
る本市にこそ、こどもホスピスが必要と思いま
すが、いかがですか。

こどもホスピス

Q

近年の北海道の夏は、本州と変わらない
気温で、教室の室温が35度になることも

あると聞いていますが、全国の公立小中学校の

学校施設の暑さ対策

QQ

けん こう

認知症はさまざまな症状があり、介護す
るケアラーは、身体的・精神的に負担を

抱え、介護の負担感を誰にも相談できずにいる方

公明党

丸山　秀樹  議員

認知症の方とケアラーへの支援

まる やま ひで き

（注１）スマートウェルネスシティ : 身体面の健康だけなく、人々が生きがいを感じ、安心して豊かな生活を送れる（＝健幸）まち。健幸は「健康」＋「幸福」の造語。
（注２）ユマニチュード : 人間らしさを尊重し患者の自立につなげようとする取り組みで、「見る」「話す」「触れる」「立つ」の４つの柱を同時に組み合わせて行う認知症ケア・コミュニケーション技法。
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冷房設備の設置率が、令和２年には92.8%にま
で伸びたのに対し、道内では4.3%にとどまっ
ており、子どもたちや教職員の体調が危惧され
ています。市内小中学校の普通教室に冷房を整
備するための事業費は約160億円と伺っており、
電気代や維持・更新費の問題もあることは理解
できますが、暑さ対策は喫緊の課題です。本市
は、今夏に向けた緊急的な対応を含め、学校施
設の暑さ対策をどのように考えていますか。

2030年大会の招致は、まちの将来に関わ
る重要な取り組みと考えており、出前講

座や市民ワークショップなどを通じて市民の声
を把握し、議会とも議論を重ねてきました。そ
の上で、３月の意向調査の結果や招致を求める
要望、市議会の招致決議などを踏まえ、招致の
推進を総合的に判断しました。

A

自治基本条例第22条では、市政の重要
事項について住民の意思を確認するため

住民投票を実施できるとされ、市はその結果を
尊重しなければならないと明記されています。
市長は、2030年大会招致を市政の重要事項と
は考えていないのか認識を伺います。

自治基本条例を生かした市民自治

Q

これまで、空港周辺住民との意見交換や
市民１万人アンケート、札幌丘珠空港利

活用検討委員会での議論など、市民の意見を聞
き検討してきました。道内航空ネットワークの
拠点であり、道外とも路線を結ぶ丘珠空港は、
ビジネスや観光をはじめ、防災・医療を支える
重要な役割を担っており、空港機能の強化が必
要です。市民や地元経済界、航空会社からも空
港の利活用推進や機能強化の早期実現を求める
要望も受けており、引き続き市民との意見交換
を行い、将来像を策定していきます。

A

丘珠空港について、滑走路延長や増便な
どの空港の将来像案をすでに国や北海道

と協議していると聞いていますが、コロナ禍や
燃油の高騰により航空会社の経営は見通せず、
また、北海道新幹線との競合、空港までのア
クセスの問題など、不確実性の高い要因が重
なり、空港の将来像は描き切れません。将来
像の策定は今年度中とせず、市民との協議を
続けるべきだと思いますが、いかがですか。

丘珠空港の将来像

Q

各学校では、移動式エアコンや扇風機、
遮熱カーテン設置のほか、小まめな水分

補給や過ごしやすい服装を指導するなどしてき
ました。今夏に向けて移動式エアコンを希望す
る教室の調査を行っており、暑さが本格的に到
来する７月上旬を目途に配置する準備を進めて
います。学校施設の暑さ対策は、既存施設の電
気容量や設置場所などの課題も考慮しながら強
化する必要があるため、これまでの取り組みの
検証結果も踏まえ、検討していきます。

A

日本共産党

長屋　いずみ  議員
なが や

きっ きん

諸外国におけるオリンピック・パラリン
ピック招致に関する住民投票は、それぞ

れの都市が住民の声を把握するための一つの手
法として実施したものと考えています。

A

Q 2030年冬季オリンピック・パラリンピッ
ク大会の招致について、市民の賛否は拮抗

しています。市長は、大会招致について住民投票
を否定するお考えですが、海外の各都市が、住民
投票を経て大会招致の是非を判断していることを
どのように捉えていますか。

海外におけるオリンピック・
パラリンピック大会招致の判断

きっ こう
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本定例会の議決結果一覧

件　名
(議 = 議案 / 諮 = 諮問 / 意 = 意見書案 / 決 = 決議案 / 陳 = 陳情 / 報 = 報告)

結果
各会派の賛否 (賛成＝○/反対＝×)
自

民

民

主

公

明

共

産

市
民
ネ

可　決議１） 令和４年度札幌市一般会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇

可　決議２） 令和４年度札幌市国民健康保険会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇

可　決議３） 令和４年度札幌市介護保険会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇

可　決議４） 令和４年度札幌市公債会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇

可　決議５） 令和４年度札幌市軌道整備事業会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇

可　決議６） 令和４年度札幌市高速電車事業会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇

可　決議７） 札幌市動物園条例案 〇 〇 〇

可　決議８） 札幌市職員退職手当条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議９） 札幌市税条例等の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議10）札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議11）札幌市体育施設条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議12）札幌市スポーツ交流施設条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議13）札幌市ジャンプ競技場条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議14）札幌オリンピックミュージアム条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議15）札幌ドーム条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議16）札幌市保護施設条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議17）札幌市産業振興センター条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議18）札幌市農業体験交流施設条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議19）札幌市都市公園条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議20）札幌市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を
　　　 改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議21）札幌市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議22）札幌市立学校設置条例及び札幌市立小学校及び中学校通学区域審議会条例の
　　　 一部を改正する条例案 〇 〇 〇

可　決議23）札幌市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例案 〇 〇 〇

可　決議24）駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事請負契約締結の件 〇 〇 〇

可　決議25）市営住宅（二十四軒団地建替２号棟）新築工事請負契約締結の件 〇 〇 〇

可　決議26）財産の処分の件（旧白石区役所用地） 〇 〇 〇

可　決議27・28）財産の処分の件議決変更の件（工業団地用地／住宅団地用地） 〇 〇 〇

可　決議29）損害賠償及び和解に関する件 〇 〇 〇

可　決議30）市道の認定及び変更の件 〇 〇 〇

可　決議31）札幌市歯科口腔保健推進条例案 〇 〇 〇

否　決議32）2030北海道・札幌オリンピック・パラリンピック冬季競技大会招致に関する
　　　 住民投票条例案 × × ×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

×

可　決議33）令和４年度札幌市一般会計補正予算（第２号） 〇 〇 〇 〇 〇

可　決議34）令和４年度札幌市病院事業会計補正予算（第１号） 〇 〇 〇 〇 〇

可　決議35）札幌市立学校教育職員退職手当条例の一部を改正する条例案 〇 〇 〇 〇 〇

同　意議36）北海道公安委員会委員推薦に関する件 〇 〇 〇 〇 〇

〇
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新型コロナウイルス感染症に関する審議について

件　名
(議 = 議案 / 諮 = 諮問 / 意 = 意見書案 / 決 = 決議案 / 陳 = 陳情 / 報 = 報告)

結果
各会派の賛否 (賛成＝○/反対＝×)
自

民

民

主

公

明

共

産

市
民
ネ

※自民…自由民主党／民主…民主市民連合／公明…公明党／共産…日本共産党／市民ネ…市民ネットワーク北海道

諮１）人権擁護委員候補者推薦に関する件
推薦する
ことを適当
と認める

〇 〇 〇 〇 〇

意１）地方財政の充実・強化を求める意見書 可　決 〇 〇 〇 〇 〇

意２）義務教育費国庫負担制度堅持と負担率２分の１への復元、「少人数学級」の
　　   実現などに向けた教育予算の確保・拡充と就学保障の充実を求める意見書 可　決 〇 〇 〇 〇 〇

意３）２０２２年度北海道最低賃金改正等に関する意見書 可　決 〇 〇 〇 〇 〇

意４）政府の「難民」認定制度を総合的観点から見直すよう求める意見書 可　決 〇 〇 〇 〇 〇

意５）新型コロナウイルス感染症の後遺症対策への財政支援を求める意見書 可　決 × 〇 〇 〇 〇

意６）台湾のＣＰＴＰＰ加盟を積極的に支援するよう求める意見書 可　決 〇 × 〇 × ×

決１）米国の臨界前核実験に抗議する決議 可　決 〇 〇 〇 〇 〇

陳143）札幌市において「学校等におけるフッ素洗口」の実施が懸念される条例の
　　　　制定を行わないことを強く求める陳情 不採択 × × × 〇 〇

陳144）札幌市歯科口腔保健推進条例案第11条第１項について、子どもの健康被害が
　　　　懸念されるため、｢フッ化物の応用等の科学的根拠」についての参考人招致を
　　　　求めるとともに、「フッ化物応用」の文言削除を求める陳情

不採択 × × × 〇 〇

陳145）札幌市歯科口腔保健推進条例案についてパブリックコメントの実施を求める
　　　　陳情 不採択 × × × 〇 〇

報１～７）令和３年度札幌市（繰越明許費繰越計算書/事故繰越し繰越計算書/病院
　　　　  事業会計予算繰越計算書/軌道整備事業会計予算繰越計算書/高速電車事
　　　 　 業会計予算繰越計算書/水道事業会計予算繰越計算書/下水道事業会計予
　　　　　算繰越計算書）

－ － － － － －

報８～10）専決処分報告（調停/損害賠償及び和解/工事請負契約金額変更） － － － － － －

永年勤続議員への表彰状を伝達しました
　６月６日、本会議場において、永年勤続議員に係る表彰状
の伝達式が行われました。
　これは、５月25日に開催された全国市議会議長会定期総
会において、札幌市の議員が在職15年以上および在職10年
以上の表彰を受けたことによるものです。
　表彰された議員は右のとおりです。

○在職15年以上
　よこやま　峰子　議員　　佐々木　みつこ　議員
　こじま　ゆ　み　議員　　飯　島　弘　之　議員
　しのだ　江里子　議員　　山　口　かずさ　議員
　小　形　香　織　議員
○在職10年以上
　阿部　ひであき　議員

　本定例会のほか、臨時会でも新型コロナウイルス感染症に関する審議を行いました。
　第３回臨時会（８月１日～２日）では、コロナ禍における原油価格・物価高騰への対応として、国の「コロ
ナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」を踏まえ、子育て世帯臨時特別給付金の給付に必要な
経費などを計上した令和４年度札幌市一般会計補正予算（第３号）、令和４年10月および11月検針分の家事
用水道料金の基本料金に相当する額を減額するために必要な経費を追加する令和４年度札幌市水道事業会計補
正予算（第１号）を可決しました。
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札幌市議会100年のあゆみ
　札幌市議会は、大正11年（1922年）10月19日に初の市会を開催してから、令和４年10月
で100周年を迎えます。この100年の間、札幌市の発展に力を尽くしてきた市議会のあゆみに
ついて、時代ごとに振り返ります。

■物価対策特別委員会を設置
　北海道の物価は本州の都市に比べてかなり高いとさ
れ、中でも札幌市の生鮮食料品の物価高は有名となっ
ていました。このような中、札幌市議会は、市内の生
鮮食品の流通状況や価格を調査・再検討し、流通機構
の確立と価格の安定に寄与することを目的に、昭和38
年7月9日の第2回定例会において、物価対策特別委員
会を設置しました。本委員会は、物価事情について活
発な調査を行い、各関係者や学識経験者などと意見交
換を重ね、関係機関に意見書を提出するなど、物価問
題に鋭意対処しました。

■大都市へと飛躍

平 成
■札幌市平和都市宣言
　平成３年第４回定例会において、平和都市宣言を求める決議案を可決し
ました。東西ドイツの統一や、米国とソ連の戦略核兵器削減条約の調印な
ど平和への新たな歩みが始まった時期でしたが、その一方で、地域紛争、
民族対立は後を絶たず、そのような中、平和にまさる市民福祉はなく、戦
争こそが地球環境破壊であるとの思いを強くした市議会議員全員から、札
幌市が核兵器廃絶平和都市となることを宣言するよう求める決議案が提出
されました。その後、平成４年第１回定例会最終日の３月30日に議場にお
いて、市長より平和都市宣言がされました。　
　令和4年3月には、札幌市平和都市宣言から30周年の節目を迎えました。

　第11回オリンピック冬季大会の開催地として決定後、札幌市議会は、昭和41年9月20日の第３
回定例会で、大会を成功に導くため、議員全員からなる札幌オリンピック冬季大会準備協議会を設
置し、同時に、内部機関として実際上の活動母体である実行委員会を構成し、競技予定地の視察や
勉強会開催など、積極的に活動しました。また、昭和44年12月22日の第４回定例会では、指定
都市に関する問題について調査を行うことを目的に、指定都市に関する調査特別委員会を設置し、
既存指定都市への視察、自治省（現在の総務省）への陳情活動や、区役所予定の地区総合庁舎の建
設問題の審査など、精力的に活動しました。
　その後、昭和47年２月に冬季オリンピック札幌大会が開催され、同年4月には政令指定都市へと
移行しました。市役所新庁舎、地下街などが完成し、地下鉄南北線が開通したほか、道路の舗装、下
水道など都市の基盤整備が急速に進みました。また、区制が施行され、区役所を中心としたきめ細やか
な行政が行われるようになりました。

大 正
■札幌市会の発足
　大正11年８月１日、市制の施行により札幌はそれまでの札幌区
から札幌市となり、同年10月には第１期市会議員の選挙が実施さ
れました。当時、札幌市の人口は12万7,000人程度と現在の15分
の１以下で、第１期の議員定数は現在の議員定数68人の半分程度
の36人でした。また、札幌市議会は、当時は「札幌市会」という
名称でした。第１回の市会は、大正11年10月19日から24日まで
の６日間の日程で行われました。

昭 和
■議員会（現在の委員会）の設置
　昭和15年10月、現在の委員会に相当する市会議員会が設置さ
れました。当時は、教育、交通水道、土木警備、保健社会、産業
経済、総務の6部会を設置しており、さらに各部会から1名ずつ幹
事を選出した役員会を結成し、この役員会が現在の議会運営委員
会（議会運営上必要な事項に関して取り決めを行う委員会）の役
目を担っていました。

■市会から市議会へ改称
　昭和22年４月には地方自治法が公布（５月に施行）され、これ
までの中央集権的な地方制度から地方自治の本旨に基づく地方自
治制度へと画期的な改革がなされました。これに伴い、「札幌市
会」は「札幌市議会」へと改称されました。
　また、初の統一地方選挙による市議会議員選挙が行われ、議員
定数44人に対し3倍以上の150人が立候補しました。また、この
選挙では3人の女性議員が当選し、初の女性札幌市議会議員が誕
生しました。

■全国に先駆け委員会を公開
　昭和28年４月、他の地方議会のほとんどが委員会の非公開制を
採っていた中、札幌市議会は委員会の公開制採用に踏み切りました。

■電気軌道の買収
　大正13年12月、市会は公益的性質を有する電車事業をより発展さ
せるため、札幌電気軌道株式会社の軌道事業を買収し市営とする内
容の議案を可決しました。以後さまざまな議論を経て、後に電車は
市営となり、本市の交通体系の礎が築かれていくことになります。

●市制が施行され、札幌区から
　札幌市になる　（大正11年8月）
●札幌－東京間の直通電話が開通
　　　　　　　　　（大正15年９月）

▲大正時代に使用された市役所庁舎
（出典：札幌市写真帖）

▲委員会の様子
（昭和34年頃、札幌市公文書館所蔵）

▲札幌市平和都市宣言
　30周年記念ロゴマーク

▲昭和12年～昭和46年まで
使用された市役所庁舎
（札幌市公文書館所蔵）

▲本会議場の様子
（昭和34年頃、札幌市公文書館所蔵）

市政の主なできごと

●市営電車開業 （昭和2年12月）
●第1回さっぽろ雪まつり開催
 （昭和25年２月）
●第１回さっぽろライラック祭り開催
 （昭和34年５月）
●ポートランド市と姉妹都市提携調印 
 （昭和34年11月）
●中央卸売市場開場
 （昭和34年12月）

●市民の投票により、札幌の花（スズラン）、
　木（ライラック）、鳥（カッコウ）を決定
 （昭和35年11月）
●市役所新庁舎開庁 （昭和46年11月）
●地下鉄南北線開通 （昭和46年12月）
●第11回札幌冬季オリンピック大会開催
 （昭和47年２月）
●政令指定都市へ移行し、７区役所開設
 （昭和47年４月）

●ミュンヘン市と姉妹都市提携調印
 （昭和47年8月）
●地下鉄東西線開通 （昭和51年6月）
●瀋陽市と友好都市提携調印
 （昭和55年11月）
●第1回冬季アジア競技大会を
　札幌で開催 （昭和61年３月）
●地下鉄東豊線開通
 （昭和63年12月）

市政の主なできごと

しん よう
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■市民に分かりやすい市議会を目指して
　平成元年1月、本会議の審議内容など議会の活動を市民に分かりやすく知
らせるため、本誌「さっぽろ市議会だより」が創刊されました。平成27年８
月号からは、点字版・音声版も発行しています。
　また、平成17年第1回定例会からは、市議会ホームページで本会議の生中継
をインターネットで配信を開始するとともに、平成22年第１回定例会からは、
録画映像の配信も開始しました。その後、平成24年第１回定例会から、予
算・決算特別委員会のインターネット配信（生中継・録画映像）、平成30
年度からは、調査特別委員会のインターネット配信（生中継・録画映像）を
開始するなど、市民に分かりやすく、開かれた議会の実現に向け取り組みを
進めています。

■市議会の取り組み①
　平成16年12月、札幌市たばこの吸い殻及び空き
缶等の散乱の防止等に関する条例（通称：「ポイ捨
て等防止条例」）の制定を皮切りに、10年間で５
つの議員による政策提案条例を制定しました。
　さらに、費用弁償の廃止、政務調査費の手引き
の策定および政務調査費の領収書などの全面公開
など、市民に分かりやすく開かれた議会づくりを
進めてきました。
　また、平成25年2月26日には、市民に対し議会
の役割や活動原則を明らかにするとともに、議会に
関する基本的な事項を定める、本市議会における最
高規範「札幌市議会基本条例」を制定しました。
　このほかにも、災害発生時における議会の対応の
枠組みについて規定した「札幌市議会大規模災害対
応要領」を平成29年に策定するなど、議会の機能
強化・改革に資する取り組みを進めています。

　さらに平成17年度には、市議会ホームページで、子ども向
けの「キッズページ　なるほどギカイ」を公開しました。そ
の後、令和2年度には、子どもだけでなく大人も見て楽しく親
しみやすいページへとリニューアルしました。

▲さっぽろ市議会だより
第１号

▲キッズページ なるほどギカイ
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■新型コロナウイルス感染症対策の審議
　新型コロナウイルス感染症が市民生活・社会経済活動に多大なる影響を及ぼす中、市民の安全・
安心な生活を守るため、感染拡大防止や危機克服、新たな日常の実現に向けた本市の取り組み、施
策などについて必要な事項を検証・調査することを目的として、令和2年９月の第４回臨時会にお
いて、新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会を設置しました。
　また令和３年には、本市議会始まって以来最多となる12回もの臨時会を開催し、感染症対策に
係る補正予算を成立させたほか、令和2年度と令和３年度の２年間において、政務活動費や海外視
察費を減額して捻出した議会費約9,000万円を新型コロナウルス感染症対策の充実のために有効活
用するよう市長に申し入れました。

■24年ぶりの各区選出議員数の改正
　令和５年に予定されている札幌市議会議員の一般選
挙における議員数について、南区と手稲区における
「議員定数と人口の逆転現象の解消」および各区間
における「一票の格差の是正」を図るため、議員定
数の総数は68人から変えることなく、中央区の定数
を現行の７人から１人増の８人とし、南区の定数を
現行の６人から１人減の５人とするよう、令和４年
３月、「札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員
数に関する条例」を改正しました。各区選出議員数
の改正は、平成10年以来、24年ぶりとなりました。

■次の100年に向けて
　本市は、人口減少、少子・高齢化社会の到来や都市基盤
の更新など、さまざまな課題が山積しています。
　100年後も、多くの人を魅了し、活力にあふれ、安全・
安心なまちであり続けるため、議員一人一人が市民の声に
しっかりと耳を傾け、信頼と負託に応える議会を目指し、
さらなる市の発展および市民福祉の向上に向けて、誠心誠
意、取り組んでいきます。

■市議会の取り組み②
　令和４年第２回定例会において、「札幌市歯科口腔保健
推進条例」が議員提案で制定されました。この条例は、口
腔の健康が全身の健康の保持増進に重要な役割を果たして
いることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を
定め、市や市民などの責務を明らかにし、市が取り組むべ
き施策の基本となる事項を定めることなどにより、市民の
健康寿命の延伸および健康格差の縮小を図ることを目的と
しています。
　議員による政策提案条例としては、一部改正のものを除
き、平成26年に制定された「映像の力により世界が憧れる
まちさっぽろを実現するための条例」に続いて６つ目とな
りました。

▲条例案等の審査の様子
（厚生委員会）

▲本会議場の様子（令和４年）

●白石区から厚別区、西区から手稲
　区が分区し、９区体制へ
 （平成元年11月）
●ノボシビルスク市と姉妹都市
　提携調印 （平成２年６月）
●豊平区から清田区が分区し、
　10区体制へ （平成９年11月）
●札幌コンサートホールKitara
　オープン （平成9年７月）
●生涯学習総合センター「ちえりあ」
　オープン  （平成12年８月）
●札幌ドームオープン（平成13年６月）

●札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の
　散乱の防止等に関する条例
　（通称：ポイ捨て等防止条例）
 （H16.12.14）

●札幌住宅耐震化促進条例
　（H21年に一部を改正） （H18.２.21）

●札幌市文化芸術振興条例
　（H29年に「札幌市文化芸術基本条例」へ題名改正）
 （H19.3.7）

●札幌市環境負荷の低減等のための住宅
　リフォームの促進に関する条例
　（通称：住宅エコ・リフォーム条例）
 （H21.11.26）

●映像の力により世界が憧れるまちさっぽろを
　実現するための条例 （H26.5.30）

●2002FIFAワールドカップ大会を
　札幌ドームで開催 （平成14年６月）
●第１回ミュンヘン・クリスマス市
　in Sapporo開催 （平成14年11月）
●モエレ沼公園グランドオープン
 （平成17年7月）
●第1回さっぽろオータムフェスト開催
 （平成20年9月）
●大田広域市と姉妹都市提携調印
 （平成22年10月）
●札幌駅前通地下歩行空間開通
 （平成23年３月）

●札幌国際芸術祭初開催
 （平成26年7月）
●札幌市路面電車ループ化開業
 （平成27年12月）
●白石区複合庁舎供用開始
 （平成28年11月）
●SDGs未来都市として選定
 （平成30年6月）
●市民交流プラザオープン
 （平成30年10月）

市政の主なできごと

議員による政策提案条例

●ラグビーワールドカップ2019TM日本大会を
　札幌ドームで開催 （令和元年９月）
●国際的な環境性能評価システム（LEED）の
　認証を取得 （令和２年１月）
●東京2020オリンピック競技大会の
　マラソン・競歩、サッカーを札幌で開催
 （令和３年７月・８月）
●札幌市制100周年 （令和４年８月）
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■市民に分かりやすい市議会を目指して
　平成元年1月、本会議の審議内容など議会の活動を市民に分かりやすく知
らせるため、本誌「さっぽろ市議会だより」が創刊されました。平成27年８
月号からは、点字版・音声版も発行しています。
　また、平成17年第1回定例会からは、市議会ホームページで本会議の生中継
をインターネットで配信を開始するとともに、平成22年第１回定例会からは、
録画映像の配信も開始しました。その後、平成24年第１回定例会から、予
算・決算特別委員会のインターネット配信（生中継・録画映像）、平成30
年度からは、調査特別委員会のインターネット配信（生中継・録画映像）を
開始するなど、市民に分かりやすく、開かれた議会の実現に向け取り組みを
進めています。

■市議会の取り組み①
　平成16年12月、札幌市たばこの吸い殻及び空き
缶等の散乱の防止等に関する条例（通称：「ポイ捨
て等防止条例」）の制定を皮切りに、10年間で５
つの議員による政策提案条例を制定しました。
　さらに、費用弁償の廃止、政務調査費の手引き
の策定および政務調査費の領収書などの全面公開
など、市民に分かりやすく開かれた議会づくりを
進めてきました。
　また、平成25年2月26日には、市民に対し議会
の役割や活動原則を明らかにするとともに、議会に
関する基本的な事項を定める、本市議会における最
高規範「札幌市議会基本条例」を制定しました。
　このほかにも、災害発生時における議会の対応の
枠組みについて規定した「札幌市議会大規模災害対
応要領」を平成29年に策定するなど、議会の機能
強化・改革に資する取り組みを進めています。

　さらに平成17年度には、市議会ホームページで、子ども向
けの「キッズページ　なるほどギカイ」を公開しました。そ
の後、令和2年度には、子どもだけでなく大人も見て楽しく親
しみやすいページへとリニューアルしました。

▲さっぽろ市議会だより
第１号

▲キッズページ なるほどギカイ
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■新型コロナウイルス感染症対策の審議
　新型コロナウイルス感染症が市民生活・社会経済活動に多大なる影響を及ぼす中、市民の安全・
安心な生活を守るため、感染拡大防止や危機克服、新たな日常の実現に向けた本市の取り組み、施
策などについて必要な事項を検証・調査することを目的として、令和2年９月の第４回臨時会にお
いて、新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会を設置しました。
　また令和３年には、本市議会始まって以来最多となる12回もの臨時会を開催し、感染症対策に
係る補正予算を成立させたほか、令和2年度と令和３年度の２年間において、政務活動費や海外視
察費を減額して捻出した議会費約9,000万円を新型コロナウルス感染症対策の充実のために有効活
用するよう市長に申し入れました。

■24年ぶりの各区選出議員数の改正
　令和５年に予定されている札幌市議会議員の一般選
挙における議員数について、南区と手稲区における
「議員定数と人口の逆転現象の解消」および各区間
における「一票の格差の是正」を図るため、議員定
数の総数は68人から変えることなく、中央区の定数
を現行の７人から１人増の８人とし、南区の定数を
現行の６人から１人減の５人とするよう、令和４年
３月、「札幌市議会議員定数及び各選挙区選出議員
数に関する条例」を改正しました。各区選出議員数
の改正は、平成10年以来、24年ぶりとなりました。

■次の100年に向けて
　本市は、人口減少、少子・高齢化社会の到来や都市基盤
の更新など、さまざまな課題が山積しています。
　100年後も、多くの人を魅了し、活力にあふれ、安全・
安心なまちであり続けるため、議員一人一人が市民の声に
しっかりと耳を傾け、信頼と負託に応える議会を目指し、
さらなる市の発展および市民福祉の向上に向けて、誠心誠
意、取り組んでいきます。

■市議会の取り組み②
　令和４年第２回定例会において、「札幌市歯科口腔保健
推進条例」が議員提案で制定されました。この条例は、口
腔の健康が全身の健康の保持増進に重要な役割を果たして
いることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を
定め、市や市民などの責務を明らかにし、市が取り組むべ
き施策の基本となる事項を定めることなどにより、市民の
健康寿命の延伸および健康格差の縮小を図ることを目的と
しています。
　議員による政策提案条例としては、一部改正のものを除
き、平成26年に制定された「映像の力により世界が憧れる
まちさっぽろを実現するための条例」に続いて６つ目とな
りました。

▲条例案等の審査の様子
（厚生委員会）

▲本会議場の様子（令和４年）

●白石区から厚別区、西区から手稲
　区が分区し、９区体制へ
 （平成元年11月）
●ノボシビルスク市と姉妹都市
　提携調印 （平成２年６月）
●豊平区から清田区が分区し、
　10区体制へ （平成９年11月）
●札幌コンサートホールKitara
　オープン （平成9年７月）
●生涯学習総合センター「ちえりあ」
　オープン  （平成12年８月）
●札幌ドームオープン（平成13年６月）

●札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の
　散乱の防止等に関する条例
　（通称：ポイ捨て等防止条例）
 （H16.12.14）

●札幌住宅耐震化促進条例
　（H21年に一部を改正） （H18.２.21）

●札幌市文化芸術振興条例
　（H29年に「札幌市文化芸術基本条例」へ題名改正）
 （H19.3.7）

●札幌市環境負荷の低減等のための住宅
　リフォームの促進に関する条例
　（通称：住宅エコ・リフォーム条例）
 （H21.11.26）

●映像の力により世界が憧れるまちさっぽろを
　実現するための条例 （H26.5.30）

●2002FIFAワールドカップ大会を
　札幌ドームで開催 （平成14年６月）
●第１回ミュンヘン・クリスマス市
　in Sapporo開催 （平成14年11月）
●モエレ沼公園グランドオープン
 （平成17年7月）
●第1回さっぽろオータムフェスト開催
 （平成20年9月）
●大田広域市と姉妹都市提携調印
 （平成22年10月）
●札幌駅前通地下歩行空間開通
 （平成23年３月）

●札幌国際芸術祭初開催
 （平成26年7月）
●札幌市路面電車ループ化開業
 （平成27年12月）
●白石区複合庁舎供用開始
 （平成28年11月）
●SDGs未来都市として選定
 （平成30年6月）
●市民交流プラザオープン
 （平成30年10月）

市政の主なできごと

議員による政策提案条例

●ラグビーワールドカップ2019TM日本大会を
　札幌ドームで開催 （令和元年９月）
●国際的な環境性能評価システム（LEED）の
　認証を取得 （令和２年１月）
●東京2020オリンピック競技大会の
　マラソン・競歩、サッカーを札幌で開催
 （令和３年７月・８月）
●札幌市制100周年 （令和４年８月）

市政の主なできごと
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さっぽろの“いま”を伝え、未来につなげるさっぽろの“いま”を伝え、未来につなげる

さっぽろ市議会だより　No.135

札幌市議会ホームページアドレス

https://www.city.sapporo.jp/gikai/
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第２回 定例会
（5月23日～6月6日）

DIC 563s

令和４年度の補正予算などに
ついて審議しました

100周年を迎える札幌市議会について、
この100年のあゆみを紹介しています

9● 札幌市議会100年のあゆみ

1
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3
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8

8

1
2
3
7

8

8

● 可決された主な議案
● 可決された主な意見書・決議
● 市政を問う！代表質問から
● 本定例会の議決結果一覧
● 永年勤続議員への表彰状を
　 伝達しました
● 新型コロナウイルス感染症に関する
　 審議について

● 可決された主な議案
● 可決された主な意見書・決議
● 市政を問う！代表質問から
● 本定例会の議決結果一覧
● 永年勤続議員への表彰状を
　 伝達しました
● 新型コロナウイルス感染症に関する
　 審議について

9● 札幌市議会100年のあゆみ

インターネット配信を
ご利用ください

　本市議会では、本会議、予算・決算特別委員
会、調査特別委員会をインターネット配信してい
ます。また、会議終了から
おおむね５日後（土・日曜、
祝・休日を除く）には、録画
映像も公開しています。
　市議会ホームページか
らぜひご覧ください。

令和4年第3回定例会

　下表のとおり、９月21日から11月１日までの会期
42日間で開かれ、各会派の代表質問は９月28日
から３日間の予定です。

※日程は変更する場合がありますので、事前にご
　確認ください。

～決算特別委員会　審査日程～
第１部

副委員長の互選など①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

第2部

審 議 日 程

消防局/環境局

まちづくり政策局

教育委員会

総務局/デジタル戦略推進
局/危機管理局

市民文化局

病院局/保健福祉局

建設局
会計室/財政局/議会事務局
/選挙管理委員会/人事委員
会/監査委員

保健福祉局

農業委員会/経済観光局

交通局/スポーツ局

都市局

下水道河川局/水道局子ども未来局

⑨ 討論および採決

月日
9月21日（水）

9月28日（水）

9月29日（木）

10月4日（火）

10月6日（木）

10月7日（金）

10月12日（水）

10月14日（金）

10月18日（火）

10月20日（木）

10月24日（月）

10月26日（水）

10月28日（金）

９月30日（金）

審議日程
本会議

本会議

本会議

本会議

本会議

本会議

招集日、市長提案説明など

契約案件など議決、代表質問

代表質問

常任委員会

補正予算など議決

決算特別委員会②

決算特別委員会③

決算特別委員会④

決算特別委員会⑤

決算特別委員会⑥

決算特別委員会⑦

決算特別委員会⑧

決算特別委員会⑨

11月1日（火） 最終日

代表質問、議案付託
決算特別委員会①

議員の資産などを
公開しています

 「政治倫理の確立のための札幌市議会の
議員の資産等の公開に関する条例」に基づ
いて、議員から提出された次の報告書を公
開しています。

●資産等報告書
　議員が所有する土地や建物、預貯金など
　の資産についての報告書
●資産等補充報告書
　議員の土地や建物、預貯金などの資産の
　増加分についての報告書
●所得等報告書
　議員の所得についての報告書
●関連会社等報告書
　議員が報酬を得て役員や顧問などに就
　任している会社やその他の法人について
　の報告書

閲覧時間
　午前８時45分～午後５時15分
　（土・日曜、祝・休日を除く）
閲覧場所
　市役所本庁舎16階　議会事務局
お問い合わせ
　議会事務局総務課　℡（011）211-3162


